
世界自然遺産地域活動支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は、沖縄県の世界自然遺産地域の豊かな自然を守りながら、魅力ある観光地の形成

を推進するため、世界自然遺産地域であるやんばる３村（国頭村、大宜味村及び東村）及び西

表島において、自然環境及び良好な景観の保全に資する活動を行う法人等に対し、予算の範囲

内において、補助金を交付するものとし、その交付については、沖縄県補助金等の交付に関す

る規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102 号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる

ものとする。 

 

 （補助対象事業、経費、対象経費上限額及び補助率） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、世界自然遺産地

域であるやんばる３村（国頭村、大宜味村及び東村）及び西表島の自然環境及び良好な景観の

保全に資する活動をもって、魅力的な観光地形成を図るものとし、その内容は、次に掲げると

おりとする。ただし、新たに取り組む活動（交付初年度を起点とする。）または既存の活動の

拡充（拡充部分に限る。）と認められるものに限る。 

⑴  自然環境の保全・継承にかかる活動 

⑵ 観光地景観形成にかかるクリーン活動 

⑶ 自然資源の適正な利用や保全に関する周知・広報・ＰＲにかかる活動 

⑷ 豊かな自然環境や生物多様性の魅力を伝えるための人材育成にかかる活動 

２ 補助金の対象経費、対象経費上限額及び補助率は、別表に定めるところによる。 

３ 補助対象事業は、世界自然遺産地域活動支援事業選定委員会（以下「選定委員会」という）

において、審査の上、補助対象となる事業を予算の範囲内で決定する。 

４ この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならな

い。 

 

（実施主体） 

第３条 補助事業の実施主体は、沖縄県内に事業所を有する法人又は法人格を有さず営利を目的

としない民間団体とする。ただし、法人格を有さず営利を目的としない民間団体の場合は、

次の各号を全て満たすものとする。 

⑴ 定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。 

⑵ 団体の意思を決定し、交付申請書に係る内容の活動を執行する組織を有すること。 

⑶ 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。 

⑷ 世界自然遺産地域との連携を図るため、団体の本拠又は事務を行う場所を沖縄県内に有

する団体であること。 



⑸ 活動の実績等から見て、交付申請書に係る内容の活動を確実に実施することができると

認められること。 

２ 実施主体は、他の法人、他の民間団体、市町村、学校、地域住民等の複数の団体と連携し活

動を行うことも可能とするが、実施主体は、その代表者として、責任を負うものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、世界自然遺産地域活

動支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて知事に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第５条 知事は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたと

きは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

 

（事業内容及び経費配分の変更） 

第６条 補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のいず

れかに該当するときは、あらかじめ世界自然遺産地域活動支援事業補助金変更承認申請書（様

式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

⑴ 対象経費の配分の変更（対象経費の相互間において、いずれか低い方の 20%以下の増減を

しようとする場合を除く。）をする場合 

⑵ 補助事業の内容の変更（事業目的に変更がなく、かつ事業能率に関係がない軽微な場合を

除く。）をする場合 

⑶ 事業を中止し、又は廃止する場合 

⑷ その他知事が必要と認める事項 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を

付すことができる。 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに世界自然遺産地域活動支援事業補助金事故報告書（様式第３号）により知事に

報告し、その指示を受けるものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第７条 補助事業者は補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた

日から起算して 30 日以内に、世界自然遺産地域活動支援事業補助金交付申請取下書（様式第４

号）を知事に提出しなければならない。 



 

（遂行状況報告） 

第８条 補助事業者は、知事が報告を求めたときは、世界自然遺産地域活動支援事業補助金遂行

状況報告書（様式第５号）により、遂行状況を知事に速やかに提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）

は、その日から起算して 30 日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の２月末日のいず

れか早い期日までに、世界自然遺産地域活動支援事業補助金実績報告書（様式第６号）を知事

に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 知事は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等

を行い、その報告に係る補助対象事業等の実施結果が補助金の交付決定内容（第６条の規定に

基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える額が交付され

ているときは、その超える分の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 11 条 知事は、第６条第１項第３号の補助対象事業等の中止若しくは廃止の申請があった場合

又は次に掲げる場合には、第５条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更す

ることができる。 

⑴ 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に

違反した場合 

⑵ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

⑶ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合 

⑷ 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交

付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係



る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算し

た加算金の納付を併せて命ずることができる。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第３項の規定

を準用する。 

 

（補助金の支払） 

第 12 条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合は、世界自然遺産地域活動支援事

業補助金概算払請求書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項による概算払の請求額は当該交付決定額の７割を限度とし、請求は１回限りとする。 

３ 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに世界自然遺産地域活動支援事

業補助金精算払請求書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第 13 条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費

を含む。）により取得し又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、

補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、

その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第９号）を備え、管理しな

ければならない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第９条第１項に定める実績報告書に取

得財産等明細表（様式第10号）を添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 14 条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件当たり 50 万円以

上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても知事の承認

を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し

てはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第11号)を知

事に提出しなければならない。 

 

（書類、帳簿等の整備及び保存期間） 

第 15 条 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにした帳簿、その他の支出の事実を証明す

る書類を整備し、補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から起算して５

年間保存しなければならない。 

 



（世界自然遺産地域活動支援事業の表示） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業により実施した事業に県補助金を受けて実施した旨を表示する

ものとする。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 

 



別表（第２条第２項関係） 

 

１ 対象経費 

 

２ 対象経費内容 
（全て税抜） 

 

３ 対象経費上限額 

 

４ 補助率 

 

人件費 

 

 

補助事業に従事する者

の直接作業時間に対し

て支払われる経費 

 

 

300万円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９/10以内 

（同一団体が翌年

度以降も交付を受

ける場合、２年目

（９/10）、３年目

(８/10)と段階的

に縮減するものと

する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

対象事業の実施に必要

なもののうち、一時的な

活動に要する経費 

 

報償費 

 

対象事業の実施に必要

な講師等の謝礼金等 

 

 

旅費 

 

 

対象事業の実施に必要

な交通費及び宿泊費等 
 

 

需用費 

 

 

 
対象事業の実施に必要

な消耗品費、印刷製本費

、燃料費等 
 

 

役務費 

 

 

対象事業の実施に必要

な通信運搬費、広告料、

手数料等 
 

 

委託料 

 
対象事業の実施に必要

な業務のうち、補助事

業者が直接実施するこ

とができないもの又は

適当でないものについ

て、他の事業者に行わ

せるために必要な経費 

 

 

使用料及び賃借料 

 

 

 

対象事業の実施に必要

な会場借料、船舶借料、

機械器具借料等 

 



 

備品購入費 

 

対象事業の実施に必要

な物品の購入費 

 

 

備考 

 消費税及び地方消費税は補助対象外とする。したがって、消費税及び地方消費税が含まれる経費につい

ては、消費税及び地方消費税を減算した額を経費算入すること。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

   

  年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

 （住  所）  

  

 （団 体 名） 

 

        （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

交付申請書 

 

 

 年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、世界自然遺産地域活動支援事業補助

金交付要綱第４条の規定により、世界自然遺産地域活動支援事業補助金         円の

交付を申請します。 

 

 

 

１ 事業名（                     ） 

 

 

  ２ 添付書類 

 

    ⑴ 別紙１による事業実施主体の概要 

                      

    ⑵ 別紙２による事業実施計画書 

 

  ⑶ 別紙３による業務全体のフロー、工程表 

 

⑷ 別紙４による事業収支予算 

 

  ⑸ 事業実施主体の規約、前年度の決算書等 

 

⑹ その他参考となる書類 
 
 
 
 
 
 

【担当者】             
                              氏 名：             

連絡先：             



様式第２号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

 

 （住  所）  

 

 （団 体 名） 

 

        （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

変更承認申請書 

 

 

  年  月  日付け沖縄県指令環第   号で補助金の交付決定通知のあった

事業について、下記のとおり変更したいので、世界自然遺産地域活動支援事業補助金交

付要綱第６条の規定に基づき承認して下さるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業名（                     ） 

 

  ２ 変更の理由 

 

  ３ 変更の内容 

 

 

 

（注）  事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、「変更承認申請書」

を「中止（廃止）申請書」と、「変更」を「中止（廃止）」と置き換えること。 
 

【担当者】       

                           氏 名： 
連絡先：  

 



様式第３号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

 

 （住  所）  

 

 （団 体 名） 

 

        （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

事故報告書 

 

 

  年  月  日付け沖縄県指令環第   号で補助金の交付決定通知のあった

事業について、下記のとおり事故があったので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の進捗状況 

 

２ 事故発生までに要した経費 

 

３ 事故の内容及び原因 

 

４ 事故に対する措置  
 
 
 

 
【担当者】  

                          氏 名：  
連絡先：  



様式第４号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

 

 （住  所）  

 

 （団 体 名） 

 

        （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

交付申請取下書 

 

 

  年  月  日付け沖縄県指令環第   号をもって交付決定の通知を受けた

世界自然遺産地域活動支援事業について、世界自然遺産地域活動支援事業補助金交付要

綱第７条の規定に基づき、下記のとおり交付の申請を取り下げます。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定通知書の受領年月日 

 

２ 交付の申請を取り下げようとする理由  
 
 

      
 
 
 

  【担当者】           
氏 名：           
連絡先：           



様式第５号（第８条関係） 
 

  年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

 

 （住  所）  

 

 （団 体 名） 

 

        （代表者名）                          

 
世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

遂行状況報告書 
 
 

   年   月   日付け沖縄県指令環第   号で補助金の交付決定通知のあっ

た世界自然遺産地域活動支援事業補助金について、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 事業の遂行状況（    年  月  日現在） 
 
 
 
２ 事業に要する経費の収支状況 
 
 
 
３ その他参考となる事項 
 
 

【担当者】          
氏 名：          
連絡先：          



様式第６号（第９条関係） 

 

  

   年  月  日 

 

  沖縄県知事       殿  

 

                                     （住  所）  

                                 

                                     （団 体 名） 

                                  

                                        （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 

実績報告書 

 

      年  月  日付け沖縄県指令環第    号により交付決定のあった世界自然遺産

地域活動支援事業補助金交付対象事業については、事業が完了したので、関係書類を添えて報告

します。 

 

 

 

１ 事業名（                     ） 

 

 

  ２ 添付書類 

 

    (1) 別紙５による活動実績報告書 

                      

    (2) 別紙６による活動記録 

 

  (3) 別紙 7による事業収支決算書 

 

(4) 上記(3)に関する証拠書類等 

   ①補助事業に係る全ての諸経費の領収書の写し 

②当該事業に係る帳簿の写し 

   ③その他経費の支出状況等を証するのに必要な書類 

 

  (5) 成果物（印刷物等）その他参考となる書類 

 

 
 
 
 

【担当者】                
氏 名：                
連絡先：                



様式第７号（第 12 条関係） 

 

 

   年  月  日   

 

  沖縄県知事        殿  

 

             （住  所）  

 

                                      （団 体 名） 

 

                                          （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金概算払請求書 

         

  みだしのことについて、下記のとおり助成金の交付を請求します。 

 

記 

 

金               円 

         

  ただし、     年  月  日付け沖縄県指令環第    号で交付決定のあった補助金 

 

区   分 金    額 

交 付 決 定 額 円  

今 回 請 求 額 円  

残 額 円  

 

 

 概算払いが必要な理由 

 

 

（振込先金融機関名） 

 

 （口座の種類） 

 

 （口座番号） 

 

 （口座名義） 

 

【担当者】               
氏 名：               
連絡先：               



 様式第８号（第 12 条関係） 

 

   

  年  月  日   

 

  沖縄県知事        殿  

 

 

                                         （住  所）  

                                 

                                         （団 体 名） 

                                  

                                         （代表者名）                          

 

 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金精算払請求書 

         

  みだしのことについて、下記のとおり補助金の交付を請求します。 

 

記 

 

金               円 

         

  ただし、    年  月  日付け沖縄県達環第  号で額の確定のあった補助金 

 

区   分 金    額 

補助金確定額 円  

交付済額 円  

今回請求額 円  

残額 円  

 

 （振込先金融機関名）  

  

 （口座の種類）  

  

 （口座番号）  

  

 （口座名義）  

 

 

【担当者】               
氏 名：               
連絡先：               



 様式第９号（第13条関係） 
 

取得財産等管理台帳（   年度） 
 
 

財産名 規格 数

量 
単価 

（円） 
金額 
（円） 

取得

年月

日 

耐用

年数 
保管

場所 
交付

率 備考 

 
 
 
  計 

         

 
（注）１ 対象となる取得財産等は、世界自然遺産地域活動支援事業補助金交付要綱第13条第２項に定

める取得価格又は効用の増加価格が１件当たり50万円以上のものとする。 
２ 財産名の区分には、(ア)事務用品備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、(エ)無体財産権（工

業所有権等）、(オ)その他の物件（不動産及びその従物）とする。 
３ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。なお、単価が異なる場合は、

分割して記載すること。 
４ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 



様式第10号（第13条関係） 
 

取得財産等明細表（   年度） 
 
 
 

財産名 規格 数

量 
単価 

（円） 
金額 
（円） 

取得

年月

日 

耐用

年数 
保管

場所 
交付

率 備考 

 
 
 
  計 

         

 
（注）１ 対象となる取得財産等は、世界自然遺産地域活動支援事業補助金交付要綱第13条第３項に定

める取得価格又は効用の増加価格が１件当たり50万円以上のものとする。 
２ 財産名の区分には、(ア)事務用品備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、(エ)無体財産権（工

業所有権等）、(オ)その他の物件（不動産及びその従物）とする。 
３ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。なお、単価が異なる場合は、

分割して記載すること。 
４ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 



様式第11号（第14条関係）  
番 号 

令和 年 月 日  
 
沖縄県知事 殿  
 

住 所  
団体名  
代表者  

 
 

   年度世界自然遺産地域活動支援事業補助金財産処分承認申請書 
 

 年 月 日付け沖縄県指令 第 号で交付決定を受けた   年度世界自然遺

産地域活動支援事業補助金について、同補助金交付要綱第14条の規定に基づき、下記のと

おり財産を処分したいので承認願います。  
 
 

記 
 
１ 処分しようとする財産及び処分の理由  

⑴ 財産の名称  
 
⑵ 処分の方法（使用、譲渡、交換、貸付け又は担保の提供の別を記載すること。）  
 
⑶ 金額  
 
⑷ 取得年月日  
 
⑸ 処分年月日  
 
⑹ 処分の理由  

 
２ 相手方（住所、氏名、使用の目的及び条件）  
 
 
 

【担当者】             
氏 名：             
連絡先：             



別紙１（第４条関係） 

 
１ 事業実施主体の概要 提出日：     年  月  日 

実施主体名 

（ふりがな） 

 

代表者名 

（ふりがな） 

 

団体所在地 

〒   

(住所) 

 

連絡先 

（担当者住所） 

（ふりがな） 

担当者氏名 

〒 

(住所) 

 

TEL FAX 

E-mail 

事業主体の種類 
法人・民間団体 

その他 [                             ] 

団体の設立時期      年    月 会員数 名 

主な活動場所 
               

 

連携団体名    

実施主体の活動状

況 

                                                         

                                   

                                   

                                    

                                    

                                   

                                    

                                    

                                   

                                     
 

 



別紙２（第４条関係） 

２ 事業実施計画書                               

実施事業名 
 

 

補助対象事業 
の種類 

 

 

実施時期 
＜開始時期＞    年    月    日(予定) 

＜完了時期＞    年    月    日(予定) 

実施場所 
 

 

事業内容 

 

＜①事業の目的＞ 

 

＜②事業の詳細＞ 

・実施方法 

・地点数、回数、期間 

・項目      等 

 

＜③今後の継続性や発展性＞ 

・事業の効果   等 

 

＜④事業実施体制＞ 

・実施団体や連携する団体、安全管理体制など 

 

＜その他＞ 

・事業のアピールポイントや活動実績など 

 

※本様式は、参考までに示したものであり、自由に修正可。また、複数枚にまたがっても良い。 
 



別紙３（第４条関係） 

○業務全体のスケジュール（様式は任意） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別紙４（第４条関係） 

４ 事業収支予算（明細） 

    （収入） 

区  分 予 算 額 積  算  の  基  礎 

補助金希望額 

（ 税 抜 額 ） 

 

（     ） 
 

自己資金   

その他   

計   

    

 （支出） 

 区  分 予 算 額 積  算  の  基  礎 

補
助
金
対
象
経
費 

   

   

   

   

   

   

小計 

（ 税 抜 額 ） 

 

（      ） 
 

補
助
金
対
象
外
経
費 

   

   

   

   

小計   

 計   

 

※ 表中の行数が不足する場合は追加可 

※ 予算額については、税込額にて記載すること。ただし、括弧内については、税抜額を記載する

こと。 



 別紙５（第９条関係） 

世界自然遺産地域活動支援事業補助金 活動実績報告書 

             団体名              

実施事業名 
 

 

補助対象事業 
 

実施期間 
    年    月    日から 

    年    月    日まで 

実施場所 
 

地点図を添付すること。 

事業の概要 

＜活動概要を記入＞ 

                                   

                                            

                               



地点図 
 
 
 



別紙６（第９条関係） 

活動記録（写真） 

   

   （実施日：             ）        （実施日：             ） 

     （内容：              ）        （内容：              ） 

     （数量等：             ）        （数量等：             ） 

   

    （実施日：             ）        （実施日：             ） 

     （内容：              ）        （内容：              ） 

     （数量等：             ）        （数量等：             ） 

   

（実施日：             ）        （実施日：             ） 

     （内容：              ）        （内容：              ） 

     （数量等：             ）        （数量等：             ） 

 ※ 活動記録（写真）の枠の拡大、縮小については修正可。 

※ 必ず活動実施の状況を写真で撮ることとし、本様式に整理すること。 

※ 数量は、活動で使った資材の個数等などを記載すること。 



別紙７（第９条関係） 

 

事 業 収 支 決 算 書 

 

１． 団体名  

２． 事業名  

３．事業の実施期間 

      年  月  日着手 

      年  月  日完了 

４．交付決定額及びその精算額                      (単位：円) 

 交付決定額 精算額 

（税抜額） 

差引 

計   

（    ） 

 

 

    (収  入)                                                           (単位：円) 

区  分 予 算 額 実績額 差 額 備   考 

    

 

 

 

合  計 

（税抜額） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

 
 

 

    (支  出)                                                           (単位：円) 

  区  分 予 算 額 実績額 差 額 備   考 

補

助 

金 

対 

象 

経 

費 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

小  計 

（税抜額） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

 

 

補

助

金 

対 

象 

外 

経 

費 

 

 

 

 

  

 

   

 

    

 

 

小  計    
 

 

 合  計     

※ 精算額、予算額、実績額、差額については、税込額にて記載すること。ただし、括弧内につ

いては、税抜額を記載すること。 


